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西周 「人生三宝説」 を読 む(三)

鈴 木 修 一

十 政 府 上、少 々可 カ ラザ ル ノ性 質 ハ、即 チ事 務 分 掌 ノ コ

トナ リ

さて、国 憲(=三 権 分 割 ノ論)と 政 体 にっ いて、 「上 ノニ 性 質 ハ、 政
くママラ

府 上、 本体 上 、少 クヘ カ ラサ ル ノ性質 二非 ス シテ、 時庭 ノ変更 ヲ受 クヘ

キ者」 と され るの に対 して、 「而 シテ政 府 上 、本 体 少 ク可 カ ラサ ル ノ性

質 ハ、即 チ事務 分掌 ノ コ トナ リ、是 亦 三 宝説 二係 ハ リテハ、分 チ テ四項

トナ ス」 と して、 「内部 合 法 上 ノ義 務 」、 「外 部 合 法上 ノ義 務 」、 「政 府 自

己 ノ三 宝保 存 二属 スル事 務」、 「道徳 上 ノ義 務 、即 チ道 義」 の四項 が、 国

憲政 体 の いか ん にかか わ らずす べて の政府 が担 わ な けれ ば な らない もの

とされ る。

しか し、 「内部 合 法 上 ノ義 務 」 と 「外 部 合 法 上 ノ義 務」 が 「政 府 其 会

社 全列 二対 ス ル{1)」(五 三 六 頁)す なわ ち、 国全体 社 会 全体 に関 わ る義

務 とされ るの に対 して、 第三 項 は 「政 府 自己」 の義務 で あ って、 「会 社

全列 二対 ス ル ノ、義 務 二非 ル コ ト」(五 三 八 頁)で あ り、第 四項 は、 「政

府 ノ合 法 上 ノ責 分 二非 ス」(五 三 七 頁)で あ る。 いつ れ も三 宝 に関 わ る

こ とは確 か だ が、前 二 者 は 「合 法 上 」(国 内 に お け る、 国外 に対 す る、

法律 上 の)の 事 務分 掌 で あ るのに対 して 、後二 者 は 「合法 上」 外 の事 務

分 掌 とされ るので あ る。
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第 一 項 の 「内部 合法 上 ノ義務 」 にっ いて は、 「凡 ソ是 二属 ス ル者 、綜

紀 、 戸 籍 風 憲 、警部衛 生 警部ノー種、民 法 裁 判、刑 法 裁 判 、等 ノ如 シ、 是

亦全 特 ノ別 ア リ」 で、「綜紀 、風 憲 ノ如 キハ、 列位 ノ三 宝 二兼 渉 リ、其

傷害 ヲ未 発 二保護 シ、衛生 ノ如 キハ、特 二健 康 ノー宝 ヲ傷 害 未発 二保護

スル者 ナ リ」(五 三 五頁)と 言 われ る。 「風憲 」 とは風 紀取 り締 りの こと。

「是亦 全 特 ノ別 ア リ」 と 「亦」 と言 わ れ るの は、 先 に 「政府 ノ形 質 ヲ論

ス レハ、 社交 中会 社 ノー 種 ニ シテ、固 ヨ リ区別 ナ シ、唯 其度 量 二至 テハ、

全特 ノ別 ナ キ能 ハ サ ル耳」(五 三 三 ～ 四頁)と 言 った ことに対 応 して い

るの だ ろ うが、 こ こで も同様 に、 「内部 合法 上 ノ義務 」 と して の 「全特

ノ別」 とは、三 宝 のす べ て に関 わ るか、一部 に関 わ るか の相 違 につ いて

言 って い るの で あ る。 す な わ ち、 「内部 合法 上 ノ義 務」 は 「全 特 ノ別」

はあ って も、三 宝 を 「保 護 」す る機能 を果 す とい うので あ る。 具体 的 に

は、 「綜 紀、 戸 籍 、風 憲 」 そ して お そ ら く 「警 部 」 は 「列 位 ノ三宝 二兼

渉 リ」、 っ ま り、 三 宝 の す べ て に関 わ り、 「警 部 ノ0種 」 とさ れ る 「衛

生 ②」 は三 宝 の一 た る健 康 に関 わ って、三 宝 が損 なわ れ な い よ うに保

護 す るの で あ る。

この よ うに 「綜紀 、戸 籍 、風憲 、警 部、 衛生 」 は三 宝 の 「傷 害未発 二

保 護 スル」機 能 を果 す の に対 して、 「而 シテ民 法 刑 法 ノ如 キハ 又兼 テ三

宝 ノ傷 害 ヲ既発 二保 護 スル ナ リ」(五 三五 頁)で あ る。 す なわ ち、 「民法

刑法 」 は、三 宝 が傷 害 され ない よ うに保護 す る と共 に、 それ で も傷害 さ

れて しま った場合 には、 「民法 」 は 「猶本 二復 スル コ トヲ得 ヘ キ者 トシ」、

「刑法 」 は 「既 発 ノ傷害 ヲ復 ス ルニ道 ナ シ ト錐 トモ」(例 え ば、 極端 な例

で殺 人 の よ うな こ とを考 え れば)、 「因 テ以 テ他 二及 ホ シ」(抑 止効 果 と

して)、 「未 発 ノ傷 害 ヲ保 護 スル者 ナ リ」(同 右)で あ る とされ る ⑧。す

なわ ち、 「民 法 刑 法」 は三 宝 の 「傷 害 未 発 二保護 スル」 と同時 に 「既 発

二保 護 ス ル」 機能 を果 す と考 え られ て い るので あ る。
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か くして、第0項 は 「此庭 綜紀 風 憲 ノ事 務 ヨ リ民事 、刑事 ノ事 務 二至

リ、 自 ヲ浅 深厚 薄 ア リテ未発 ヨ リ既 発 二接 シ、 復反 テ未 発 へ接 スル 自 ヲ

其 順 序 アル カ如 シ」(五 三 五 ～六 頁)と 結 ば れ るが、最 後 の 「… … 自 ラ

其 順序 アル カ如 シ」 と言 うの は単 な る修辞 上 の綾 にす ぎな い と思 われ る

が、 いかが な もので あ ろ うか ④。

さて次 に第二項 「外部 合法上 ノ義 務 」 も第0項 同様 「政府 其会 社全 列
00

二対 スル」 もの で あ る。 「凡 ソ是 二属 ス ル者 、外 交 外務、兵 備 海陸軍」 と

され る。外交 に関 して は 「外交 ノ以 テ起 ル 由縁 ハ、我 力会社 全列 ノ三 宝

ヲ他 ノ会 社 二対 シテ保 護 スル ニ非 ル莫 シ」(五 三 六頁)と 、 す な わ ち、

外 国か らのわが 国 の三 宝 へ の侵 略 を保護 す る こ とを 目的 と し、兵 備 に関

して は 「兵備 二至 テハ、三 宝 二関 スル コ トナキ カ如 シ ト錐 トモ、我 力会

社列 位 ノ三 宝 ヲ暴 二傷 害 セ ン ト欲 ス ル者 ア レハ、 之 ヲ以 テ之 ヲ保護 セ サ

ル ヲ得 ス、況 ンヤ、三 宝 ノ依 テ以 テ存 ス ル土 地管 轄 ヲ奪 ハ ン ト欲 スル者

ヲヤ」(同 右)と 、 す な わ ち、外 交 は平 和 的手 段 によ る外 国 に対 して の

三宝 の保護 で あ るの に対 し、兵 備 は、暴 力 に対 して暴 力 で も っての外 国

に対 して の三 宝 の保護 で あ って、 目的 は手段 の相 違 はあ って も、 同 じで

あ る とされ る。兵 備 は直接 三宝 にかか わ らな い よ うに見 え るが、 と断 っ

て い るが、 それ は外交 も同様 で あ ろ う。 直接 に関 わ らな い とは、三 宝 を

増進 す る方 向 に は働 らかな い とい う程度 の意 味 で あ ろ うか。 西 は この よ

うに外 交兵備 を消 極 的 に保 護 とい う観点 か ら しか捉 え て いな いが、 しか

し、外 交 に は現在 にお いて端 的 に見 られ るよ うに、 当時 にお いて も欧米

列 強諸 国が、 む しろ貿易 に よる三 宝 の増 進 のた め に、兵 備 と相携 えて か

か わ って い た こ と大 で あ った点 を ど う見 て いた ので あ ろ うか。 そ れ に兵

備 を充 実す る こ とは_____.面で人 民 の重 税 負担 を犠 牲 に供 す る反 面、 商売 会

社 の三 宝 を増 進 す る面 もあ ったので あ る。 外 国か らの兵 備 の充実 に よ る

に しろ、国 内生産 の それ に よ るに しろ。 この点 を勘 案 す ると、 直接 か か
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わ らない とは言 え ないので はな いか。

上 記 の よ うに述 べ た後 、次 の よ うに言 われ る。 「此二 項 ハ 政 府其会 社

一伺 二対 スル
、合法 上 ノ義務 ニ シテ、 直 チ ニ保 護 ト云 フー義 ニ テ之 ヲ書

シ、約 シテ云 ヘハ、其人 民 ノ性命 、 健剛 ヲ保護 シ、其人 民 ノ知識 ヲ保護

シテ、欺 詐 ヲシテ行ハ レサ ラ シメ、 其人 民 ノ富有 、財産 ヲ保 護 シ損 害莫

ラ シムル ノ外 ナ シ」(同 右)。 外 交兵 備 にっ いて は西 は終 始、 三 宝 の保護

とい う観 点 か らの平和論 者 で あ る。 この点 で は、 同時期 の、 特 に 『文 明

論之 概 略」 第十章 「自国 の独立 を論 ず」 に見 られ るよ うな福 沢 諭吉 の考

え とは対 照 的で あ る と言 え よ う。例 え ば福沢 は次 の よ うに言 う。 「… …
に く

戦 争 もまた然 り。単 に これ を殺 人 の術 とい えば、悪 むべ きが如 くなれ ど
ただち いくさ

も、今 直 に無 名 の師 を起 さん と欲 す る者 あれ ば、 た とい今 の不十 分 な

る文 明の有 様 にて も、 不十 分 は不十 分 のま ま に、 あ るい は条約 の明文 あ

り、 あ るい は談 判 の掛 引 あ り、万 国 の公法 もあ り、学者 の議 論 もあ りて、
もうきよ

容 易 にそ の妄挙 を許 さず。 ま たあ るい はた だ利 のため にあ らず して、 国

の栄 辱 の ため道理 のた め に とて起 す師 もな きにあ らず。故 に殺 人争利 の

けが がた

名 は、宗 教 の 旨 に対 してcら わ しく、教 敵 た るの名 は免 かれ難 しとい え
いきおい

ど も、今 の文 明の有様 に於 て は、止 むを得 ざ るの勢 にて、戦 争 は独立 国

の権義 を伸 ばす の術 に して、 貿易 は国 の光 を放 っ の徴候 といわ ざ るを得

ず ⑤。」 この主張 の是 非 は こ こで は問 わ な いが 、福沢 は西 と較 べ て、 外

交 兵備 につ いて多面 的 に捉 え て い る と言 って よいだ ろ う。

なお西 には 『明六 雑誌 」第 十九 号(明 治 七年 十 月)に 掲載 され た 「秘

密 説」 とい う論 説 が あ り、 わず か 四頁 の小 論 で あ るが、 外交 兵備 につ い

て触 れて い るの で、 それ を見 てお こ う。秘 密 とい う語 につ いての枕 の部

分 は さて お いて、 「所謂秘 密 ナル者猶 政事 ノ上 二存 スル コ ト」(一 ・ウ)

と言 い、蓋 シ世 間明 二至 ル モ秘 密 ノ會 テ廃 ス可 ラサル者」 が 三っ あ る と
モ ラ ルtリ シ 　

され る。 「道徳 上 ノ秘密」、 「兵機 上 ノ秘密 」、 「政 略上 ノ秘密 」 で あ る。
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「道徳 上 ノ秘 密」 は 「中蕎 ノ言」(=寝 室 で のむ っ言)を 初 め と して、

猫 犬 の尿 まで、 「醜 ヲ掩 ヒ稼 ヲ隠 ス」 で あ り、 「故 二道徳 上 ノ秘 密 ハ事 ノ

尤 已(6)ム 可 ラサ ル者 ナ リ」(以 上、 一 ・ウ～ 二 ・オ)と され るが、 こ

れ は、 当 面 の外 交 兵 備 とい うテ ー マ と は関 係 な し と して よ い だ ろ う。

(も っと も現 代 に お いて は、 この 「中 董 ノ秘 密 」 が外 交 兵備 上 の大事 件

にな って世 を騒 が せ た ことが多 々 あ ったの で、無 関係 とは言 え まいが 、

それ は西 の関知 しない ことで あ ろ う。)

西 の議 論 と関 係 す るの は、 後 の二 っ で あ る。 「兵 機 上 ノ秘密 」 にっ い

て は 「所 謂 帷握 ノ簿策 洩 ラス可 ラサ ル者 ナ リソ レ兵 ハ凶戦 ハ逆 固 ヨ リ常

道 ヲ以 テ論 ス可 ラス古 二 日 ク機 事密 ナ ラサ レハ則 チ害成 ル」 と言 われ、

「政 略上 ノ秘 密」 につ いて は、国 内的 な もの につ いて述 べ た後、 「……唯
セ ク レ ツ トコ ンエ レンス

外 邦 交 際等 ノ事 二至 テハ必 ス明言 ス可 ラサ ル者 ア リ所 謂 秘 密 盟 約 ノ

如 キ公 法 ノ條 規亦 許 ス所 タ リ」 と言 わ れ る。 したが って、 政治 上 の これ

ら三 っ の秘 密 は 「事 ノ 己 ム可 ラサ ル者 」(以 上 、二 ・オ)で あ る。 な お

これ以 外 に政 治上 の もう一 っ の秘 密 が あ るとされ、 明治七 年 の 「征 台」

(=台 湾征 伐)の 件 な どを例 に あ げて論 じられ て い るが、 それ につ いて

は これ以上 言 及 しない。

さ らに も う一 点 言 及 して お くな ら、 「兵 備 」 にっ いて、西 は もっぱ ら

対 外 的 に三 宝 の保 護 の観 点 か らしか触 れて いな いが 、現在 もそ うだが、

当時 にあ って も、 と言 うよ り、 当時 にお いて は差 し当 り、 国 内的 に優先

され た治安 上 の観 点 が あ った こ とを忘 れて はな らな いだ ろ う。 それ は次

の よ うに指 摘 され る側面 で あ る。 「天皇 制軍 隊 は、 「内 は以 て草 賊 を鎮圧

し、外 は以 て対 峙 の勢 を張 る」 目的 を掲 げ て創 設 され た。 「草 賊」

士 族 暴 動 に た い して は、徴 兵 の鎮 台兵 が 差 し向 け られ、 その 「兵 気 凛

然 」 が讃 え られ、 「均 し く皇 国一 般 の民」 と して の人 民 の愛 国心 へ の信

頼 が 当局者 によ って表 明 され た。Jと いわ れ る よ うな 「人民 威 圧 の専制
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支 配 の象 徴(7)」 と して の側 面 で あ る。 これ は次 項 の 「政府 自己 ノ三 宝

保 存 二属 スル事 務 」 とい うことにな るので あ ろ うか。

十一 事 務 二従服 スル ノ先 後 ハ、 目的 ト方 略 トノ関係 二在

テ、 目的 ノ軽 重 二在 ラサル ナ リ

第 三番 目の事務 は 「政府 自己 ノ三 宝 ヲ、保 存 スル ノ務 メニ シテ、会社

同 列 二対 ス ル、義 務 二非 ル コ ト明 カ ナ リ」(五 三 八 頁)と 、 す なわ ち、

政府 が 自己 を維持 す るた め に、政府 自 らの三 宝 を保存 す るた めの もので

あ って、 国 内の個 々の会 社及 び社 会 に対 す る 「内部 合法 上 ノ義務」 と は

明確 に異 な る とされ る ⑧。 そ うで あ るけれ ど も、 「第 三 項 ノ事 務ハ政 府

二在 テ猶一 人 ノ三宝 アルカ如 シ」(五 三六 頁)で あ る。 なぜ な らば、 「政

府 モー 人 ノ人 ノ如 シ、官 員 ナケ レハ政 府存 ス ル コ ト能 ハ ス是 猶一人 ノ健

剛 ノ如 シ、 又政 府 ノ鐙衡 任使 鮎 防 ノ事 ハ猶0人 ノ知 識 ノ如 シ、此事 務 ナ

ケ レハ政府 ハ唯鳥獣 ノ群 ノ如 キ ノ ミ、 而 テ財政 即征 税 ヨ リ官 禄 ト用度 ト

ノ分配 ハ、 大蔵 猶0人 ノ富有 ノ如 シ、 是無 レハ政府 亦 自 ラ存 立 スル コ ト
マ メ

能 ハ サ ル ナ リ」(同 右)で あ るか らで あ る。 す な わ ち、 健 康 と して の
チ エ ト ミ

「官員 」、知 識 と して の 「鐙衡 任使 鮎 防(=・ 降官 あ るい は免職)」、富有 と

しての 「財 政」 の三 宝 の貴重 増進 が無 けれ ば政 府 の存立 が不 可能 にな っ

て しま うか らで あ ると。

けれ ど も、 と言 う。 「然 ル ニ是 二 由 テ前 ノニ項(=内 部 合 法 上 ノ義 務

と外部 合法 上 ノ義務)ト 此一 項(=政 府 自己 ノ三宝 保存 二属 スル事 務)

ト前 後 軽重 アル ヲ知 ルヘ シ、 前二 項 ノ如 キハ政 府 ノ責分 ニ シテ、必 ス壷

サ サル可 ラサル義 務 ナ リ、今 若 シ政府 ア リテ、 第三 項 ノ事務 二従事 シテ

前 ノニ 項 ノ事 務 ヲ忽 略 セ ハ、猶 家 ニ シテ肥 大 強 健 ノ贅 婿 ア ル カ如 キ ノ

ミ」(五 三 六 ～七 頁)と 。 す な わ ち、前 二 項 は政府 が必 ず な さなけれ ば

な らな い義務 で あ って、 この一 項 をなす た め に前二 項 を疎 か にす るよ う
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な ことが あ るな ら、 それ は家 を肥大 強健 にす る ことにな って も、 そ の家

に住 む人 の益 に はな らな い無用 のいわ ば単 な る箱 物 にす ぎな い もの に な

って しま うと言 うので あ る。 す なわ ち、 国富 ん で人民 貧 し、 とい う主 客

転 倒 にな って しま うと言 うので あ る。 だ か ら、 「前 ノニ 項 ハ 、第 三 ノー

項 ヨ リモ、一層 切 要 ニ シテ、政府 ノ0日 モ、 忽棄 ス可 ラサ ル所 タル ハ言

ヲ待 ス」(五 三七 頁)な の で あ る。 実 現 さ るべ き 「目的」 とい う観点 か

らは、前二 項 は第 三項 よ りも 「重 」 なので あ る。

さ らに しか し、 と言 う。 「然 レ トモ、事 務 二従服 スル ノ先 後 ハ、 目的

ト方 略 トノ関係 二在 テ、 目的 ノ軽 重 二在 ラサ ルナ リ」(五 三八 頁)。 先 ず

事 を なす に当 って は、 目的 を立 て、 そ れを成就 す るた めの手 段 を考 え る

のが順序 で あ るが 、 い ざ実施 に際 して は、 手段 を確 立 しな けれ ば、 目的

達 成 のた めの行 為 に就 くこ とはで きな いの で あ って、手 段 の確 立 が先 に

な され な ければ な らな い。実 現 され るべ き 目的 の軽 重 にかか わ らず、 で

あ る。 したが って、 「故 二 目的 ハ主 タ リ ト錐 トモ、 後 来 達 ス ヘ キ ノ正 鵠

ニ シテ、方 略ハ客 タ リ ト錐 トモ、 現在 二服 用 スヘ キ弓矢 タ リ、 是 ヲ以 テ

政 府 前二項 ノ義 務 ヲ書 シテ善 美 ヲ極 メ ム ト欲 セハ、宜 シク先 ツ第 三項 ノ

事 務 ヲ整理 シテ、 遺策 ナ カルヘ シ、是 即 チ此 三宝 説 ノ要訣 ニ シテ、 日 ク、

自己 ノ三 宝 ヲ貴 重 セ ヨ ト云 フノ旨趣 ナ リ」(同 右)。

この記 述 には奇 妙 な転倒 が見 られ ない だ ろ うか。 実現 され るべ き目的

を実 現 す るため には、 その実現 に従 事 すべ き手 段 を 「整 理」 し 「遺策 」

の ない よ うにす るべ きだ と、一 見 当 り前 の ことを言 って い るにす ぎな い

よ うに思 え る。 しか し事 実 にお いて は この主張 は、 「後 来 達 ス ヘキ正鵠 」

の た め に、 「現 在 服用 スヘ キ弓矢 」 を貴 重 増進 しな けれ ば な らな い、 と

い うので あれ ば、 後来 の た め に現 在 を犠 牲 に して、 「家 ニ シテ肥 大 強健

ノ贅婿 アル カ如 キ」 にな りかね な い危 険性 を秘 めて い るので あ る。 歴 史

的 に見 て も、 明治専制 政 府 の執 った富 国 強兵政 策 はま さに その危険 性 の
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うちにあ ったので あ る(9)。

「故 二人 萄 モ、人 ノ三宝 ヲ貴 重 シ之 ヲ助 ケ長 セ ム ト欲 セハ、将 二先 ッ、

自己 ノ三 宝 ヲ貴重 伸 達 スヘ シ」 で あ り、 「古 ヨ リ己 レ危 ウ シテ、能 ク人

ヲ救 フ者 ア ラサル ナ リ」 で あ るか らで あ る。例 と して 「讐 ヘハ人 ア リ水

二溺 ル ・ノ人 ヲ救 ハ ム ト欲 セハ、 己 レ先 ッ陥没 ヲ恐 ル ・コ トナキ ノ地 二

立 ッヘ シ」 と言 われ る(以 上、 同 右)。

しか し、 この例 は ここで は適 しい もの とは言 えな いで あ ろ う。 この例

は 「同生 同人 二交 ハ ル」場 合 に こそ適 しい例 なの で は な いか。「人生 三

宝 説(二)」 の末 尾 で 言 わ れ た 「三 大宝 ノニ(=健 康 と富 有)ヲ 棄 テ ㌧

以 テ其一(=知 識)ヲ 全 ウス ル」 とい う孔 子 の言 う 「身 ヲ殺 シ以 テ仁 ヲ

成 ス」 場合 が そ れで あ る。 そ こで は こ う言 わ れて い た。 「人 世変 二遭 ヒ

時難 二罹 リ道 義正 二旺 スル時 ハ、 同生 同人 ノ為 二奮 テ死 ヲ顧 ミス以 テ其

道義 ヲ全 ウス ル コ トア リ」(以 上 三 九 ・三 ・ウ)と 。 したが って この場

合、 「己 レ先 ツ陥没 ヲ恐 ル ・コ トナ キ ノ地 二立 ツ」 こと もな く 「人 ヲ救 」

お うとす る こと も在 りうるので あ る。 この例 を、政府 と人 民 との関係 に

適 用 して、政 府 が人民 の た め に 「己 レ先 ツ陥没 ヲ恐 ル ・ノ コ トナキ地 二

立 ッ」 ことを優 先 す るな ら、 「人 ヲ救 」 う とい う名 目で政 府 は、人 民 を

い くらで も犠牲 に して ことを行 うこ とがで きるので あ り、事 実 、明治専

制 政 府 が行 った の は、 そ うい う ことだ った と言 え るの で は な いか。 「能

ク人 ヲ救 フ」 こ とが で き るよ うに と、 「己 レ先 ッ陥没 ヲ恐 ル ・コ トナキ

地 二立 ツ」 ことを優 先 して、結 果 的 に は、 「前 ノニ 項 ノ事 務 ヲ忽 略」 し

て 「家 ニ シテ肥 大 強健 ノ贅 婿 アル」 こ とにな りかね ない危 険 性 がそ こに

は秘 め られて い るので あ る。 これ はな に も明治 専制 政府 に限 られた こと

で はな く、現 在 にまで連綿 と して続 く、官 僚制 の陥 穽 で あ る と言 って も

よい ので あ ろ う。

さて西 の所 説 を先 に進 め よ う。 この例 を挙 げ た後、 次 の よ うに論説 さ
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れ る。 「此 ノ 旧 縁 ヲ以 テ、政 府 其 本 分 ノ義 務 ヲ盤 シ、責 任 ヲ果 サ ム

ト(10)欲 セハ 、先 ツ第 三項 ノ事 務 ヲ整 理 スルハ、 第一 先務 ノ着 手 方 略 タ

ル ヘ シ」 と され て、 そ れ は 「別 ケ テ三 項 」 あ る と言 う(五 三 九 頁)。 す

な わ ち、

「其0官 ヲ設 ケ職 ヲ制 ス ル勉 メテ簡易 ニ シテ贅 官 冗員 無 ラ シムルナ リ」

「其二 鐙 衡 ヲ審 カ ニ シ、任 使 ヲ専 ラニ シ、勉 メ テ公平 ニ シテ濫選 、 漣

授、 無 ラ シムル ナ リ」

「其 三 出納 ヲ厳 ニ シ分 賦 ヲ詳 カ ニ シ、 勉 メ テ節 倹 ヲ主 トシテ、虚 実、

浮 靡i、無 ラ シム ルナ リ」(同 右)

の三 項 で あ る。 この三 項 が 「先 ッ取 ル ヘ キ方 略 ノ、最 大 緊急 事 務 」(五

四〇頁)で あ る。

「其 一 」 につ いて は次 の よ うに説 明 され る。 「蓋 シ政 府 ノ官員 アルハ 、

猶人 ノ耳、 目、 鼻、 口、手 、足、 指爪 アル カ如 シ、勉 メ テ運用 自在 ナ ラ

シ ムヘ シ、 今 贅 官 卜冗 員 トハ 猶 人 ノ贅 疵(=い ぼ)ト 六 指(=指 が 六

本)、 欠唇(=三 っ 口)、 等 ノ如 キ ノ ミ、是 二因 テ其用 ヲ敏 捷 ナ ラ シムル

ニ非 ス、反 テ是 二因 テ其 用 ヲ遅滞 ナ ラシム、故 二此一 項 ハ政府 自 ラ第一・

宝(=健 康)ヲ 貴 重 セサ ル可 ラサル所 以 ナ リ」(同 右)と 。 この第一 項

につ いて は何 も拙論 す る ことはな い。

「其 二」 にっ いて は、 「蓋 シ政府 ノ選 任 ヲナ スハ 猶人 ノ五 官 ヲ具 シテ、

外物 ヲ知覚 シ、 其適 用 ノ物 ヲ取 テ、 己 レカ用 二供 スル カ如 シ、 今濫 選、

乏授 用 ウル所 、 其人 二非 レハ、猶 人 ノ救麦(=豆 と麦)ヲ 弁 セス、 馬鹿

(=馬 と鹿)ヲ0視 スル カ如 シ、特 二冠 履 ヲ顛倒 スル ノ笑 フヘ キ耳 二非

ス、 又将 二盗 二利 刃 ヲ授 ル ノ禍 ヲ胎 サ ム トス、 故 二此 一項 ハ政 府 自 ラ第

二 宝(=知 識)ヲ 貴 重 セ サ ル可 ラサ ル所 以 ナ リ」(同 右)と 言 う。政 府

の役 人 は選考 を厳 し く公平 に しな けれ ばな らず、 優秀 な人材 を確保 しな

けれ ばな らな い、 と言 うの だか ら、 この第 二項 にっ いて も何 も言 うべ き
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こ とはない よ うに思 わ れ る。 しか し、 で あ る。 その よ うに して 「任 使」

され た官員 が 「任使 」 され た後 も優秀 な働 きをす るか ど うか は別 問題 で

あ る。 官員 とな って仕事 をす るには ひ とっ の制 度 の も とに組織 の集 合体

と して仕事 をす るので あ り、 ひ とりです るので は ない。 そ して この点 に

こそ、選考 厳 し く公平 に優 秀 な人材 を確保 した と して も、 それだ けで は

十 分 で な い理 由が あ るので あ る。 この こ とを同時 代人 と して、西 よ りも

良 く見抜 いて いた のが福沢 諭吉 で あ った。

福 沢 は、 明治七 年一 月刊 の 『学 問 のす!め 』 の第 四編 「学者 の職分 を

論 ず」 で 官 と民 の あ り様 に っ い て以 下 の よ うな指 摘 を して い る(11)。

「……今 在 官 の人 物少 な しとせ ず、私 にそ の言 を聞 きそ の行 いを見 れば

概 ね皆 闊達大 度 の士君 子 にて、我 輩 これ を間然 す る能 わ ざ るのみ な らず、

そ の言行 或 い は慕 うべ き もの あ り。 また一 方 よ り言 えば、平 民 と錐 ど も

悉 皆無気 無 力 の愚民 のみ に非 ず、 万 に一 人 は公 明誠 実 の良 民 もあ るべ し。

然 るに今 この士 君子 、政 府 に会 して政 をなす に当 り、 その為 政 の事跡 を

見 れ ば我 輩 の悦 ば ざ る もの甚 だ多 く、 またか の誠 実 な る良 民 も、政 府 に

接 す れば忽 ちそ の節 を屈 し、偽詐 術策 を もって官 を欺 き、嘗 て恥 ず る も

の な し。 この士 君子 に して この政 を施 し、 この民 に して この賎劣 に陥 る

は何 ぞや。 あたか も0身 両 頭 あ るが如 し。 私 に在 って は智 な り、官 に在

って は愚 な り。 これ を散 ず れ ば明 な り、 これ を集 む れ ば暗 な り。政 府 は

衆智 者 の集 ま る所 に して一 愚人 の事 を行 うもの と言 うべ し。豊 に怪 しま

ざ るを得 んや」(三 八 ～九 頁)と 。

「私 に在 って は」 と は 「民 に在 って は」 とい う こ とだ ろ うが、次 に

「散 ずれ ば」 とあ るよ うに、 「一人 ひ と りにお いて は」 の意 で あ ろ う。 そ

して 「官 に在 って は」 は 「集 むれ ば」 とあ るよ うに制 度 の もとに組織 の

集 合体 を なす 政 府 の ことで あ る。選 考 厳 し く公 平 に 「智 」 「明」 の人 材

を任 使 して も、西 の言 うよ うに第二 宝 を貴重 進 達 す る ことにな るとは限
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らな い と福沢 は指 摘 して い るので あ る。

それで はなぜ この よ うな こ とにな るのか。 福沢 は次 の よ うに指 摘 す る。

「畢寛 そ の然 る由縁 は、 か の気 風 な る もの に制 せ られ て人 々 自 ら0個 の

働 きを逞 しうす る こ と能 わ ざ るに由 って致 す と ころ な らん乎。 維新 以来 、

政 府 にて、学 術、 法律 、 商売等 の道 を興 さん と して効 験 な き も、 その病

の原 因 は蓋 しこ こに在 るな り」(三 九頁)と 。 か の気風 とは、 「0種 無形

の気風 」 と呼 ば れ る 「卑 屈不 信 の気風 」 で あ り、 「人 民 はや や権 利 を得

るに似 た れ ど も……依 然 と して 旧 に異 な」(三 八 頁)っ て いな い ので あ

る。 この気 風 に関 して は、西 も 『明六 雑 誌」 第 三 十 二 号(明 治 八 年 三

月)の 「国民 気風 論」 で必 らず しも福沢 と同 じとは言 えな いが、 同様 の

指 摘(12)を して い るけれ ど、 なぜ か、 「人生 三 宝 説 」 の こ こで の論 点 に

っ いて の福沢 に見 られ るよ うな観点 は と られて い な い。 そ の ためで あ ろ

うか、西 が 「此第 三項 、即 チ政 府 自己 ノ三宝 ヲ保 存 スル ヲ以 テ、其 会社

全列 ノ目的 ヲ達 スル為 二、 先 ッ取 ル ヘキ方 略 ノ、 最大 緊急 事務 トシ」 と

い う箇 所 につ いて、 ヘ イ ブ ンス は、 「国家 は他 の義 務 、近 代政 府 に と っ

て困難 だが不 可欠 の課 題 に応 ず る前 に、 自 らを整 え な けれ ば な らな い、

と西 は考 えて い る。 西 の この点 に関 して の際立 った強調 は、 彼 が その一

員 で あ った明治新 政 府 へ の批 判 と して理解 さ るべ きで はな い。 む しろそ

れ は多 分、 幕府 の衰 退 して い く行 政機 構 にっ いて の洋学 者 や多 くの志 士

た ちの側 か らの幕 末 期 の大 不安 に根去 して い る 個 」 と述 べ て い るが、

明治新 政府 へ の批判 云 々 は別 と して 、 その通 りだ と思 わ れ る。

さて、福 沢 は 『学 問 のす ～め」 で この よ うに指 摘 す る一 方、 同 時期、

或 いは少 し後 の時期 に書 き始 め た とされ る 『文 明 略之 概 略』 にお いて も

同様 の指 摘 を よ り明確 に概 念化 して指摘 して い るので、 そ れ を見 て お こ

う。 第 四章 「一 国人民 の智 徳 を論ず 」 の続 き と して の第五 章 「前 論 へ の

続 き」 におい て、 「衆 論 」 につ いて論 じて い る。 「……衆論 とは、 即 ち国
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内衆 人 の議論 にて、 そ の時代 に あ りて普 く人 民 の間 に分 賦 せ る智 徳 の有

様 を顕 わ した る もの」 と定義 した上 で、 衆論 につ いて言 って おか な けれ

ばな らな い 「二箇 条」 が あ る、 それ は 「衆論 は必 ず しも人 の数 に由 らず、
にん にん

智力 の分 量 に由 りて強弱 あ りとの こ と」 と 「人 々に智 力 あ りといえ ど も、

習慣 に由 て これ を結合 せ ざれ ば衆 論 の体 裁 を成 さず との こ と」(以 上一

〇〇 頁)で あ る、 とされ る。拙 論 で差 し当 り関係 あ るの は後者 で あ る。
あつま り

後者 の説 明 の 冒頭 で 「人 の議 論 は集 て趣 を変 ず る ことあ り」(一 一三 頁)

と 「いわ ゆ る衆 智者 結 合 の変 性 な る もの」 ←一一 四頁)に つ いて語 り始

め る。臆 病 な人 間 が三 人一 緒 に暗夜 の山路 を行 けば恐 れ る ことないが、

これ は 「三人 の問 に生 ず る勇気 」 の おか げで あ り、十 万 の勇士 が風 の音

鶴 の鳴 き声 で一斉 に逃 げ出す の も 「十万 人 の間 に生 ず る臆 病」 によ るの

で あ る(14)。 さ らに 「人 の智 力 議 論 は な お 化 学 の定 則 に従 う物 品 の如

し」(以 上 一 一 三 頁)と 言 う。 一 人 の人 間 の もっ性 質能 力 が、 複数 集 ま

ると、 そ れ は単純 なた し算 によ って得 られ るの とは異 な る集 合体 の性 質

能力 が生 ず る、 す なわ ち全体 は諸 部 分 の総 和 で はな く、諸部 分相互 の関

係 に よ って全 く新 しい性 質能 力 が生 ず るのだ、 と言 うので あろ う。 新 し

いマ イナ スへ の性 質能力 の生 成(先 の十万 人 の勇士 の例)の 例 と して さ

らに挙 げ られ るの が、 「近来 日本 に行 わ る る諸方 の会社 な る もの を見 る
いよいよ

に、 そ の会 社 いよ いよ大 なれ ば、 その不始 末 愈 甚 しきが如 し」(同 右)

とい う例 で あ る。 「方今 にて結 社 を企 る者 は大 抵皆 世 間 の才 子」 で あ る

の に、 「この才 子 、相 会 して事 を 謀 る に至 れ ば、 忽 ちそ の性 も変 じて捧

みず

腹 に堪 え ざ る失 策 を行 い、 …… その会社 中 の才 子 も自か らその然 る所 以

を知 ら」 ← ・一三 ～四頁)な いので あ る。

以上 の よ うな例 を提 出 したあ と、 拙論 にかか わ る指 摘 が次 の よ うに語

られ る。 「ま た、 今 の政 府 の官 員 も皆 国 内 の人 物 にて、 日本 国 中 の智 力

は大半 政府 に集 る とい うも可 な り。然 りといえ ど も この人物 、政 府 に会
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あた り

して事を為すに当てはその処置必ず しも智ならず、いわゆる衆智者結合
か ソ 　 ダ

の変性なるものにて、彼の有力なる曹達と塩酸 と合 して食塩を生ずるの
むすび

理 に異 な らず。 概 して いえ ば、 日本 の人 は仲 間 を結 て事 を行 うに当 り、
にん にん

そ の人 々持 前 の智 力 に比 して不似 合 な る拙 を尽 す者 な り」(一 一 四頁)

と。 それ で は なぜ この よ うな ことが お きるの か。福 沢 は、 それ が生 ず る

の は 「日本人 が無 議 の習慣 に制 せ られ」(一 一 七 頁)て い るか らだ と言

う。

日本 の場 合 に反 して、「西洋 諸 国 の人 民 必 ず し も智 者 の み に あ らず。

然 る にそ の仲 間 を結 て事 を行 い、世 間 の実跡 に顕 わ るる所 を見 れ ば、 智

者 の所 為 に似 た る もの多 し」(同 右)で あ る。 そ れ は、 西 洋諸 国 にお い

て は 「仲 間 を結 て公 使 の事 務 を相談 す るの風 」(同 右)、 す なわ ち 「衆 議

の法 」(一 一五 頁)が あ るか らで あ る。 それ ゆ え、 「概 して いえ ば、西 洋

諸 国 に行 わ る る衆 論 は、 その国人各 個 の才智 よ り も実 に高 尚 に して、 そ

の人 は人 物 に不似 合 な る説 を唱 え不 似 合 な る事 を行 う」(同 右)こ とが

可 能 にな るので あ る。 中間 的 に総 括 して こ う言 わ れ る。 「… …西洋 の人
となえ

は、智恵に不似合なる銘説を唱て、不似合なる巧を行 う者なり。東洋の
はき

人 は、 智 恵 に不似 合 な る愚 説 を吐 て、不 似 合 な る拙 を尽 す 者 な り」(同

右)と 。

それで はなぜ西洋 に は 「衆 議」 の習慣 が確立 され、 東洋 は 「無議 の習

慣 」 に制 せ られ る ことにな ったのか 。西 洋 に お いて も 「無 議」 の習 慣 は

一 朝一 夕 に確 立 された ので はな く、 数百 年 の時 間 をか けて序 々に確 立 さ

れ て きたの で あ るが、 東洋 にお いて は専 制政 府 の もとに 「徒 党 を禁 ず る

の法」 を設 けて人 の集 議 を妨 げ、西 や 福 沢 の指 摘 す る よ うな 「国 民 気

風 」 が形 成 され て、 「無 議 の習 慣 」 がaら ず知 らず の うち に 「第 二 の天

然(=性 質)」(同 右)と な って しま ったの だ、 と指 摘 され る。 「習慣 の

久 しき、 その風俗 を成 し、遂 に今 の有様 に陥 りた るな り」(一 一 六 頁)。



14

しか しそ れ はあ くまで 習慣 で あ るの で あ って、 「天 然 の欠典(=点)に

あ らず、 習慣 に由て失 うた る ものなれ ば、 これ を恢 復 す るの法 もまた習

慣 に 由 らざれば叶 うべか らず。 習慣 を変 ず る こと大 切 な りとい うべ し」

(-〇 八 頁)と 、 国民 気 風 を変 え て、 習慣 を 「無 議 」 か ら 「衆 議 」へ と

変 え な けれ ば な らない と主 張 され る。

以 上 が福沢 の指 摘主 張 で あ り、西 のよ うに単 に優 秀 な人 材 を集 め るだ

けで は 「政府 其本 分蓋 シ、 責任 ヲ果 」す ことはで きな い と考 えて い る点

で、 西 よ り一 歩進 ん で い る と言 え るで あ ろ う。

西 の テ キ ス トに戻 る。 「其 三 」 にっ いて は、蓋 シ政 府 ノ出納 分 賦 ヲナ

スハ、猶 人 ノ富有 ヲ処 置 ス ル カ如 シ、今 虚費 、浮庭 、 国努 支 ヘ サ レハ将

二之 ヲ継 クニ重税 厚敏 内外 負債 ヲ以 テセ ム トス、 乃 チ個 々人 々第三 宝 ヲ

忽 略 シ之 二継 クニ、貧 乏 ヲ以 テ シ、負債 ヲ以 シテ、寛 二盗 窃 二陥 ル ト、

何 ソ異 ナ ラム、故 二重 敏、 厚税 バー 身上 二在 テ、盗 窃 ト類 ヲ同 ウスル者

ナ レハ、 政府 ノ第 三宝 二於 ル、 尤 モ貴重 シ、 尤慎重 セ サル可 ラサル所 以

ナ リ」(五 三 九 ～五 四〇 頁)と 言 う。 政府 が 出納 の配 分 を厳 しく し、無

駄 な経 費 を な くす よ うにす るの は、 個人 が富有 を考 慮 す るの と同 じで あ

る。無 駄 な経費 を な くす よ うに しな い と、不足 分 を重税 や外 債 や国債 に

頼 らざるを得 な くな り、 個人 が 富有 を粗末 に して貧 乏 にな り借金 に頼 る

よ うにな り、 あ げ くの果 て盗 み をはた らくの と同様 で あ る。 重税 は個人

の場合 の盗 み と同 じで あ るか ら、 政府 はそ うな らな いよ う第 三宝 を貴重

しな けれ ば な らな い、 と言 うので あ る。

それで は この よ うに指 摘 され た ことを どの よ うに実現 す るか。優秀 な

人材 を集 めた と ころで、 それが な され る とい う保 証 は 「其 二」 にお いて

見 て きたが、 「衆 議 」 の手 続 にっ いて は福 沢 もそ こで は触 れ て い なか っ

た。 この点 につ いて、 『明六 雑 誌 』上 で、 津 田真 道 、神 田孝 平 が触 れて

い るの で、 神 田 の それを見 て お こ う ⑯ 。
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「財 政 変 革 の 説」(『明 六 雑 誌 』第 十 七 号、 明 治 七 年 十 月)で 神 田 は

「我 邦 徒 来 ノ財 政 ヲ案 スル ニ士 農 工 商等 何 業 二限 ラス政府 ヨ リ其 利 分 相

等 ノ税額 ヲ賦 課 シ時 ヲ以 テ微収 シ其 聚 リタル総 数 ヲ以 テ歳入 トシ再 ヒ分

配 シテ以 テ各 種 ノ政 費 二充 ツル ナ リ是 量入 為 出 ノ古 法 ニハ ア レ ト方今 漸

ク弊 害 アル ニ似 タ リ」(一 ・オ)と 始 め る。 政 府 の出納 を従 来 のや り方

で や って い る とい ろいろ弊害 が 出て くる とい う。 そ の弊 害 とは歳 入歳 出

が不 安 定 にな った り、税 の微収 洩 れ を疑 って取 り立 てが酷 し くな り過 ぎ

た り、収 税 が滞 った り、税 則 の勝手 な変更 を した りす る ことで あ り、 ま

た、 「人 民 ハ 政 府 ノ定 次 第税 ヲ納 ム レハー 切 義 務 ス テ ニ終 ル トシ政事 ハ

政 府 ノ請 合 仕 事 ノ姿 トナ リ人 民 殆 ト国 家 ノ安 危 ヲ意 トセサ ル ニ至 ル」

(同右)と 人 民 の政事 的無 関 心 を指 摘 し、 福 沢 の言 う 「日本 に は ただ政

府 あ りて 未 だ 国民 あ らず と言 うも可 な り ⑯ 」 に通 ず る考 え方 を示 して

い る。 だ か ら速 か な改革 が必要 だ と言 う。 その改 革 とは、 「

a先 ッ民撰 議 院 ノ制 ヲ定 メ

b第 二 会計 検査 ノー 局 ヲ指 キ

c第 二 各寮 司 ヲ シテ翌年 間 ノ政 費 ノ見積 リヲ為 サ シメ集 メ テ政 費 ノ総

額 トシ

d民 撰 議 院 ノ公議 ヲ経 テ其 額数 ヲ確 定 シ

e之 ヲ国 中 二配 当 シテ微集 シ

f政 費 二充 テ

g使 用終 テ後 二見積 高 二照 シテ精 算 シ

h更 二民撰 議 院 ノ公議 ヲ経 テ以 テ完 成 二至 ルナ リ」(一 ・ウ)

とい う手 続 きによ って政 府 の 出納 を計 るよ うにす る ことで あ る。 これ は

現 在 の 日本 の制 度 と もそ うか け離 れ た(eを 除 けば)主 張 で はな い。 民

撰 議 院 の役 割 は多 々 あ るが 、財 政 に関 す る点 で言 え ば、 「夫 レ人 民 ハ 給

料 ト費 用 ヲ出 シテ政府 ヲ雇 ヒ政 ヲ為 サ シムル者 ナ リ政 府 ハ人 民 二雇 ハ レ
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給料 ト費 用 ヲ受 テ政 ヲ為 ス者 ナ リ」(同 右)と 、一一種 の社 会契 約説 的考

えを述 べて い るが、 これ も福沢(は 明確 な虚 構 と して社会 契約 説 を主張

して い るが(17り と同 様 な考 えで あ る と言 え るだ ろ う。 だか らして、 と

神 田 は言 う。 「而 シテ民 撰 議 院 ノ会 議 ハ人 民 ヨ リ政 府 へ対 シ翌年 ノ注文

ヲ為 シ政府 ヨ リ人 民 へ対 シ昨年 政事 ノ仕上 ケ勘定 ヲ為 ス者 ナ リ」(同 右)

と。 す なわ ち、神 田は財政 権 が民撰 議院 にあ る と主 張 して い るので あ る。

(以上a)

そ して民 撰 議 院 の会 議 は重 要 だ が、 「議 院 ハ多 人数 ノ事 ニ モ ア リ且 ツ

時 ヲ以 テ聚 散 ス ル」 ので あ るか ら、会計 の検査 に専 念 で きないので、公

選 に よ り人 を選 ん で 「会 計検 査 局 」 を設 置 す る こ と とす る(18)(b)。 以

下cか らhに っ い て の詳 論 が な され るが、 こ こで は、 西 が 「内外 負債」

を否 定 的 に捉 え て い る点 に関 して、神 田 の 「公 債」 「国債 」論 につ いて

だ け(eに 関 わ る)触 れ て お こ う。

西 は先 に引用 した よ うに、 「今 虚 費、 浮廉 、 国努 支 ヘ サ レハ将 二之 ヲ

継 クニ重税 厚敏 内外負債 ヲ以 テセ ム トシ」 と、 経費 の無駄 使 いによ り歳

入 が足 らな くな って それ を補 うため に重税 を課 した り、 内外 債 を発行 せ

ざ るを得 な くな るの は不 可 と して い る。 もち論絶 対 的 に内外 債 の発行 を

不可 と して い るの で はな いで あ ろ うが 、 それ につ いて は言及 してい ない。

神 田は、 「人民 ハ可 成丈 税 ノ軽 キ ヲ欲 ス」 か ら、 「会 議 ニテハ政費見積

高 ヲ可 成丈 省 略 シ万 々要用 ノ分 二非 サ レハ記入 スル コ トヲ承諾 」 しな い、

しか し 「政府 二貯 金 ハ ナ キ筈 」 な ので、 「一 旦 事 変 ノ生 ス ル時 二見積 外

ノ財用 ヲ要 スル コ ト」 もあ り、 「カ ・ル時 ニハ臨 時 ノ会 議 ヲ開 キ其事 由

ヲ詳述 シ会 議 ノ承 諾 ノ上 二公 債証書 ヲ発 行 シー・時 ノ急 ヲ弁 シ其利金(=

利 子)卜 年 賦 消却 ノ割 合 金 トハ 翌 年 ヨ リ歳 費 見積 ノ内 へ盛 込 ミテ闊 国

(=全 国)人 民 ヨ リ之 ヲ取 立 ル ナ リ」(三 ・ウ)と 言 うが、 結局 人民 の負

担 で あ る こ とに は変 りな い こ とに な る。 「事 変」 が 何 か の事 業 を興 す ご
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とな ら場 合 によ って はその収 益で償 還 す る こと も可 能 にな るだ ろ うが。

ただ しそ うで な くて も少 な くとも 「公債 証 書」 の発 行 が、経 常政 費 で な

く、何 か 「事 変」 が な けれ ば認 め られ な い ことに は変 りはな いので、 こ

の点 で は西 の主 張 とは異 な らない こ とは確 か で あ る。 そ して 「国債 ノ法

利 ア リ害 ア リ」(四 ・オ)と して次 の点 を列挙 す る。 「

a之 二侍 ミテ可成 丈 租税 ヲ減 スル コ トヲ得

b民 間 資材 ア リテ子 母術 ヲ行 サ ル者仮 令 ハ 寡婦 孤 児官 吏 僧 侶 ノ類 公 債

証書 ヲ買 テ安 全 ノ利 ヲ坐 収 スル コ トヲ得

c民 間死 金 之 二依 リテ活 動 ヲ得 ル(以 上利)

d執 政 等 国 財 ヲ濫 用 シ之 ヲ挟 テ威権 ヲ張 リ国民 ヲ圧抑 シ国 家転 覆 ノ大

禍 ヲ醸成 ス ル(害)」

この よ うに国債 の利 害 を列 挙 した後 で 国債 にっ いて次 の よ うに結 論 す

る。 「要之 国債 ハ 国会 ノ承 認 ヲ経 サ レハ増 減 セ サル ヲ法 トスヘ シ善 ク如

此 ナ レハ 庶 幾 クハ 長 ク其 利 ヲ収 メ其 害 ヲ避 ク ル コ トヲ得 ヘ シ」(以 上

四 ・オ)と(19)。

以上 神 田 の財 政 改革 の説 を概観 して きたが、神 田 は最後 に、民 撰議 院

設 立 を 前 提 に した 財 政 改 革 が、人 民 に 「国 事 ヲ憂 フ ル 心 ヲ生 ス ル」

(四 ・ウ)し 、 「国 運 次第 二隆興 」(五 ・オ)さ せ る と結 論 す る。 す な わ

ち、 「余 窃 二以 為 ク善 ク此 法 二従 フ時 ハ 国家 ノ利 益 際 限 アル ヘ カ ラス第

0執 政 国財 ヲ濫用 スル ノ弊 ナ ク人 民 亦用 途 不分 明 ノ税 金 ヲ納 ムル ニ及 ハ

ス国家 ノ財 計 玲朧 透徹 官民 ノ間毫 モ猜疑 ノ心 ヲ貯 ヘ ス互 二赤 心 ヲ吐露 シ
　 　 　 　 　 の 　 　 　 　 の 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の 　 　 　 　 コ 　 　 　

民 間 ノ事 ハ民 間 ノ 自由二任 セ置 キ テ差支 ナ キ カ故 二許多 ノ官 員 ヲ省 約 ス

ル コ トヲ得(西 の 「贅 官冗 員 無 カ ラ シムル」 は具体 性 に欠 けて い たが。

傍 点 筆者 、以 下 同 じ)ヘ シ」(四 ・オ)で 、 さ らに ま た 「実 二是迄 地 方
rr　 　 　 　 　 の

二許 多 ノ官 員 ヲ要 シ政府 二酸(=残)酷 苛 察 ノ吏 ヲ要 スル カ如 キハ人民

モ シヤ税 ヲ免 ル ・者 ナキ ヤ トノ猜 疑 二 出 ッル者 ヲ多 シ トス」(四 ・オ ～
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四 ・ウ)で ある。そして 「就中此法ノ国ノ為二鴻益アルハ人民油然 トシ
..........................

テ国事ヲ憂フルノ心ヲ生スルニ在 リ是 レ其成敗得失遂一自己身上二関渉
..............................

スル ヲ以 テナ リ… …人民 ノ風 習好 テ国事 ヲ論 スル ニ至 レハ知 識次 第 二開

ケ(こ の考 え方 は、民撰 議 院尚早 論者 と逆 の主 張 で あ る)次 第 二万国 ノ

事 情 二通 シ次第 二急要 ノ事務 ヲ暁 リ次 第 二経 国 ノ人材 ヲ生 シ国運 次第 二

隆盛 スヘ シ」(四 ・ウ～五 ・オ)と 結 んで い る。

以上 、西 の第 三 項 の 「政府 自己 ノ三 宝保 存 二属 スル事 務」 につ いて の

見 解 を福沢 や神 田 の見解 と照 し合 わせ なが ら見 て きた。

第 三 項 が次 の よ うに要 約 され る。 「贅 官 ヲ省 キ冗 員 ヲ汰 シ、 濫選 ヲ慎

ミ、迂 援 ヲ戒 メ、 虚費 ヲ抑 へ、浮 魔 ヲ裁 スルハ、 政府 其会社 全列 二対 ス

ル、最 大 義 務 ナ リ」(五 四〇 頁)と 。 そ して さ らに次 の よ うに続 け られ

る。 「故 二此 義 務 ハ、前 二項 ノ義 務 、即 チ合 法 上 保護 ノ義 務 ト並 ヒ、 彼

ヲ積極 ノ義 務 トシ、此 ヲ消極 ノ義 務 トス、何 トナ レハ保護 ノ義務 ハ、政

府 ノ為 ササ ル可 ラサル ノ義務 、即 チ責 分 ニ シテ、 贅官 、冗員 、濫 選、漣

援 、虚 費、 浮慶 、 ノ八 ッ(六 ッの誤記 力)ハ 、 決 シテ為 ス可 ラサ ル ノ義

務 ナ レハ ナ リ、 如此 ク表 裏、 内外 ノ義 務 アルハ、 搦 リ政 府 ノ ミニ限 ラス、

前篇 二云 フ、他 ノ会 社 ノ如 キ モ、 或 ハ政府 中 ノー官 、一・局、 一 司、 等 ノ

如 キ モ、 此 二成 分(=積 極消 極 二 っ の義 務)ヨ リ成 ラサ ルハ莫 シ」(同

右)と 。 こ こで 「積 極 ノ義 務 」 「消極 ノ義 務 」 と命 名 されて い るが、 こ

の 「積 極」 「消 極」 とい う語 は、 「人 生 三 宝 説(二)」 で 「人 二接 スル ノ

ル 　 ル

要 」 に 「三 大例 規 」 が挙 げ られ た際 、 「命 ス ル ニ セ ヨ ヲ以 テ シ」 だ か ら

「積 極 」、 「命 ス ル ニ勿 レ ヲ以 テ シ」 だ か ら 「消 極」 と言 わ れ た(三 十

九 ・二 ・オ)こ とに対 応 して いて、 「為 ササ ル可 ラサル」 だか ら 「積 極」、

「為 ス可 ラサ ル」 だか ら 「消極 」 と言 われ て い る こ とは明 らかで あ る。

「政府 中」 の部 局 に関 して 「裁 判 権 ア レハ、 其 内政 部 ア リ、 海 陸軍 ア

レハ、 其 内政部 アル カ如 シ」 で、 「之 ヲ家道 二推 ス モ、亦然 リ」 で、 「洋
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語 之 ヲ 「ア ド ミニ ス ト、 レー シ ウ ン(=administration経 営)」 と云

フ」(五 四〇 頁)と 、 政府 とい う会 社 も個 別 の 会社 も同 じことが 妥 当す

る と駄 目押 しが な され るが、 「家 道」 にっ いて は 「亦 然 リ」 と言 わ れ る

の は ど うだ ろ うか。 「家道 」 に あ って は、 「虚費 、浮 魔」 につ いて は と も

か く、 「贅 官冗 員」 「濫選 、乏 援」 とは。 そ れ とも或 い は使用 人 な どを雇

うことが念 頭 に置 かれ て い るのだ ろ うか。

「然 ルニ古 ヨ リ国 ノ以 テ廃 興、 存 亡 スル所 以 ノ者 ヲ観 ル ニ、政 府 タル

者 、常 二前二 項 ノ合法 上 ノ義務 ヲ行 フニ、長 短 アル ニ非 ス シテ、 此第 三

項、 即 チ 自己 ノ三 宝 ヲ忽棄 スル ヨ リ、顛 覆 亡滅 ノ禍 ヲ取 ル コ ト、 比 々然

ラサ ル莫 シ、」(同 右)と 、 す なわ ち歴史上 の国 の興亡 を見 る と、 その原

因 は 「前二 項 ノ合 法上 ノ義 務」 を うま く果 せ たか否 か に よ る と言 うよ り

は、 「自己 ノ三 宝 ヲ忽 棄」 したが た め に亡 びた場 合 が、圧 倒 的 に多 い の

で あ る、 と指摘 され る。 これ は個 人 にっ いて も言 え る ことで、 「0人 ノ

くク ララ

身 ニ シテ、 酒 色以 テ其健 康 ヲ害 シ、頑 鈍以 テ其知 識 ヲ惨 マ シ、 放逸 以 テ

其 富 有 ヲ傾 敗 ス ル カ如 シ、亡 シス シテ何 ヲカ待 タム」(同 右)と 言 わ れ

るが、 この例 もいかが で あ ろ うか。言 われ て い る ことはそ の通 りだが 、

ここで の場 合 の例 と して言 うな ら、 「一 人 ノ身 ニ シテ」 身 を亡 ぼす の は、

「酒 色以 テ其 健康 ヲ害 シ、 頑鈍 以 テ其知 識 ヲ惨 マ」 す よ りも、 「放逸 以 テ

其 富 有 ヲ傾 敗 スル」 「比 々然 ラサル莫 シ」 とす べ きで あ ろ う。

この政府 第 三項 の事務 「政府 自己 ノ三 宝保 存 二属 スル事 務 」 につ いて、

ヘ イ ブ ンス は次 の よ うに述 べ て い る。 「国 内 的政治 改 革 は____.八六 〇年 代

の もっと も保 守 的 な知識 人 を 除 いた あ らゆ る知識 人 の揺 ぎな い要 求 で あ

った。 この こ とによ り西 の一八七 五年 にお け る高 潔 な政府(こ の 「人 生

三 宝説(四)(五)で 論 じられ て い るよ うな)に 対 す る きわ だ った関 心

が説 明 され るか も しれ な い(20)」 と。(続 く)
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以下 引用 に際 して前稿 にな らい、「人生三宝説」五以下 は 『西周全集』第一巻(一 九七一年、

宗高書房)か ら、必要 に応 じて一 ～四か らの引用は 『復刻版明六雑誌」(一 九九八 年、大

空社)に よる、それぞれの頁数 を示す。

「警部 ノー種」 が、 テキス トで は、 「衛生」 にかか るのか、1「民 法裁判、刑法裁判」 にかか る

のか判然 とせず、常 識 的には 「民法裁判、刑法裁判」にかか ると読 むべ きか とも思われ る

が、 それ は 「民法裁判、刑法裁 判」 は三宝 のすべて に関 わる と考 え られ るので、「警 部」

が同様 に三 宝のすべて に関わ ると考 え られ る以上、「警部 ノー種」 を 「警部 の一部」 と解

して、 「衛 生」 にか か ると読 ん でお く。同様 の表記 が 「外 交外務、兵備 海 陸軍」(五 三六

頁)に お いて も見 られ ることを付記 してお く。

刑法 につ いて、西 は、「既発 ノ傷害 ヲ復 スル ニ道 ナ シ ト錐 トモ、因 テ以 テ他 二及 ホシ、未発

ノ傷害 ヲ保護 スル者ナ リ」 と、三 宝保護 の観点 か ら、現在言われ るところの法益保護機能

の ことを言 って いるのだ と思 われ るが、同 じく、三宝保護 に関 わると思われ る自由保 障機

能 については言及 して いな い。

なお 『百学 連環』 において民法 と刑法 につ いて触 れてい るので、参考 まで に以下 に引用 し

てお く。 「万国公法(=国 際法)を 除 き、翰近 哲学上 の法学 た るもの は分 ってニ ツの区別

　 　 　 　

と す 。 即 ち 佛 郎 語 に て 一 ッ をdroitpriveと し、 一 ッ をdroitpubliqueと す 。 私 権 を

ロ は 　 な 　

droitcivi1霧 昏嚇 と 言 ひ 、 公 権 をdroitpolitique裳 鰯 嚇 と 言 ふ な り。 又droit

は 　 な
commercialな るあ り。即 ち国法 に属す る ものにて民政 の一種 た り。又droitcriminelな

るあ り。即 ち政法 に属 して其 一種 な るものな り。(第 二篇 殊別学 三 政事学(法 学)、

(三)確 定国法(e実 定法)、 『西周 全集」一九七 ～八頁)。

『文明論之概略』二 七四～五頁(岩 波文庫 、一一九九五年)。

「巳ム」 とあるが 「已ム」 と訂 正。

遠 山茂樹 「明治維新 』二八六 ～七頁(岩 波全書、一九六六年)。 なお 「内は以 て……」 の文

言 は、山縣有 朋の明治七年一 月の奏議 中の もの との ことで ある。

以下 「政府 自己 ノ三宝保存 二属 スル事務」 と 「道徳上 ノ義務、即チ道義」 については、「人

生三宝説(六)」 が 「人生三宝説(五 〉」 の この二っ の項 の 「余論」 とされてい るので併せ

て読んで い くこととす る。す なわち、(六)の 冒頭 で こう述べ られて いる。 「此前第五篇 二

於 テ、治人 ノ道 モ、亦三宝 ヲ貴重 スル ノ外 ナキ ヲ論 シタレ トモ、猶書 サ ・ル所 アルヲ以 テ、

愛ニハ其余論 ヲ述 フヘ シ、前篇 ニテ、事務分掌 ノ事 ヲ論 シ、 分チテ四項 トナ シタ リ、此四

項 ノ中、第一、第ニハ、 内外正変 ノ別 ア リ錐 トモ、要 スル ニ、政府合法上 ノ責分 ニ シテ、
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政 府 ノ以 テ政 府 タル義務 ヲ壼 ス・＼ 此二項 二在 リ、而 テ第三 項 ノ事務 ハ、 ……」(五 三八

頁)と 記 され、 さ らに 「而 テ第四項 ノ事務 二就 テ、……」(五 四一頁)と 続 いて いるか ら

であ る。

(9)な お この 目的 と方 略 にっ いて は、後の明治一七年 五月 に 『東京学士会 員雑誌』 に発表 した

「論理 新説」 とい う論考 があ り、その中 に も次 のよ うな表現が見 られ る。学 を西 独特 の表

現 によ る観 門(=理 論 的学)と 行門(=実 践的学)に 区分 した観点 に則 して語 ってい る。

「……即 チ 目的 〔エイ ム〕及 ヒ方 便 〔ミイ ンス〕 ト云 フ事 ナ リ、此ニ ッハ行 門 ノ論理 二欠

ク可 ラサ ルモ ノニシテ、先 ッ目的 ヲ審 ニ シテ後 二之 二達 スルノ方便 ヲ講明 スル コ ト・＼ 讐

ヘハ 目的ハ即 チ鵠的ニ シテ、方便ハ即 チ弓矢 ナ リ、其正鵠ハ易 フ可 カラス ト錐 トモ、弓矢

ハ種々 ノ種 類 二分 ッ可 シ、……」(『西周全集」第一巻、五七六～七頁)。 「人生三 宝説 」の

約七年 後の ものなので、 ここでの解釈 には、拙稿 は援用せず に、単 に指摘 す るに とどめて

お く。 「論理新 説」 にっいて触 れた ものと して、小泉仰 「西周 と欧米思想 との出会 い』(三

嶺書房 、一 九八九年)第 六章第 四節、「西周 の 「行門 の論理」 とそ の適用」(三 一一 頁～三

三 〇頁)参 照。

(10)こ の箇 所の 「果サ ム」 と読 んだ部分 は、全集本 による と、 日偏 に卸 とい う字 が使 われて い

るが、諸稿 の 『大漢和辞典』 をは じめ、数種 の漢和辞典 にあた って みたが、 いつれの辞 典

に も載 って いない漢字であ り、正確 な読 みは不明。 なお、植手通有 も現代語訳 にあたって

「責任 を はた さん と欲 せば」 と読 んで い る。(中 央公論 社、 日本 の名 著34『 西周、過 当弘

之」二 四七頁)

(11)『 学 問のす ＼め」(岩 波文庫、一九九七年)か らの この前 後での 引用 は頁数 のみ記す。『文

明論之概 略』(岩 波文庫、一九九五年)に っいて も同様 。

(12)「 国民気 風論」 につ いては、前 々稿(『 明六雑 誌 とその周辺』 所収、三六 ～八頁)を 参照。

ただ し、「内地旅行論」(『明六雑誌』二十三号 、明治七年十二 月)に お いて、前稿 で触

れた よ うに、「御一新後七年 ト云 フ星霜 ヲ経 テ人間 ノ身体 モ骨 力 カラ変 ッ タ」 とい う見解

を示 して、国民 の気風が変 ったかのよ うな言 い方 を して い るが、 これ は福沢 によ り批 判 さ

れていて、西 と福沢 は見解が異 なる とした方が良 いのか もしれ ない。

(13)ヘ イブ ンス、前掲書p.160.

(14)こ こで言われ てい る例 は、確証(福 沢が読 んだ とい う)は ないが、『平 家物語』中 の 「富

士川合 戦」(岩 波 日本古 典文学大 系32、 『平家物 語 上」三 七三 ～四頁。)に お ける平 家方

敗走 な どが念頭 にないだろ うか。

(15)神 田、津 田にっ いては、前稿で、民撰議 院論争 とのかかわ りで簡単 に触 れた。前稿 「西周
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(16)

(1?}

(is)

(19)

「人生三宝説」を読む」(二)、 神奈川大学r人 文研究」一五七号二七頁。

『学問のすaめ 」(岩 波文庫、一九九七年、四一頁)

同右、六五頁。「……一国の人民は即 ち政府な り。その故は一国中の人民悉皆政をなすべ

きものに非ざれば、政府なるものを設けてこれに国政を任せ、人民の名代 として事務を取

り扱わしむべしとの約束を定めたればなり。故に人民 は家元なり、主人なり。政府は名代

人な り寸また支配人なり」。ただ し福沢 は神田の主張 とは異なり、民撰議院を前提に社会

契約的な考えを述べているのではないことに注意する必要があるが。福沢はこうも言 って

いる。「……国民の総代 として政府を立て、善人保護の職分を勤めしめ、その代として役

人の給料 は勿論、政府の諸入用をば悉皆国民よ り賄 うべ しと約束せ しことなり。……」

(同五四頁)。 「……元来人民と政府 との間柄は、もと同一体にてその職分を区別 し、政府

は人民の名代 となりて法を施 し、人民は必ずこの法を守るべしと、固 く約束 したるものな

り。讐えば今、日本国中にて明治の年号を奉ずる者は、今の法に従 うべ しと条約を結びた

る人民なり」(同 二五頁)。 虚構の社会契約説 と言われる由縁である。

会計検査の部局を置く点で、津田の主張 も同 じである。『明六雑誌』第十五号(明 治七年

八月)の 「政論 四」で津 田はその設置を神田 とは異な った理由でこう述べ る。「……

(西洋諸国では)夫 ノ歳出歳入 ノ総額等国家 ノ大会計ハ特二民撰議院ノ監督スル所ナ リ然

リ而 シテ此 ノ如 キ国家 ノ大会計ハ珀細ナル諸会計 ノ合計総額ナ リ……然ルニ此 ノ如ク珀末

ノ事 ヲ査勘スルハ国家 ノ大政 ヲ議 シ天下ノ大事ヲ論 スル議法員ノ間(=閑)暇 ナキ所ニシ

テ且其能 ク為ス所二非ズ」(傍 点筆者)だ か ら 「統計院(=会 計監査院)」(以 上七 ・オ)

を設 けているのだと述べて、それはわが国の 「大蔵省内検査寮」(七 ・ウ)に 類するもの

だけれども、この検査寮は種々の理由か らうまく機能 しないので、「方今ノ計 ヲ為ス太政

官直隷特立ノ統計院 ヲ建テ欧州各国該院 ノ規則 ヲ酌量 シテ章程 ヲ定メ官省院使寮司府県鎮

台(=陸 軍)提 督府(=海 軍)裁 判所官立学校国立銀行等一切ノ会計細大遺ス所ナク本院

二送致 シ本院二於 テ復算検校 シ鏑鉄ノ差 モ之 ヲ訂正 シ機密明亮 ナル報知表 ヲ作 リ……」

(七 ・ウ～八 ・オ)と するのが良い、 と提案する。

会計検査及び国債にっいて、 さらに若干時期はずれるが明六社以外の人、小野梓の見解に

ここで触れておこう。小野は 『国憲汎論』(明 治九年五月起稿、同十五年八月脱稿。引用

は早稲田大学大学史編集所編の 「小野梓全集』第一巻、一九七八年、による。)の 第四十

一章 「会計の事を論ず 一」で会計(=財 政)に っいて論 じているが
、そこでは、会計と

政治との関係、会計の予算、租税の賦課、国債の募集、会計の検査等にっいて触れている

ので後二者 について見ていくことにする。
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「国債の募集 も亦た国家の大事なり。蓋 して一旦之を募集せば遂に人民に課税 して之を

消還せざるを得ず、其実一時その負担を緩にするものたるに過 ぎざればなり」 と、神田と

は異なり明確に人民の負担が一時的には軽 くなっても最終的には人民の負担になることを

指摘する。「国債を起すの事間々世論の抵抗を免れ」ないが、それは 「蓋 し国債を起 して

国家の財用を利する時は、其利息を支出して之を財主に納るべきものなれば人民の負担 自

ら重か らざるを得ず」 と。そ して 「又た其事の行ひ易きが為め財政の務に当る者間々之に

流れ易 ければなり。故に勉めて国債の募集を抑制 し容易に之を行はざるは其財政を維持す

るの一大主眼に属す」。 この指摘は現在においてこそ しっか り受 けとめなければならない

だろう。 しか し 「国債を起すのこと必 しも害なりと謂ふべか らず」と小野 は言 う。国民が

新たな税負担の余裕がないとき、「急速にその成功を期すべ き事業あ らば、多少利息の損
おもむろ

耗あるも一時国債を起 し以て其事業を成 し徐に之を消還」すればよい。国債の利不利 は

「着手すべ き事業の性質」によって異なる(以 上四九九頁)。 「国債を起 して其利」 となる

のは、「其事業の後世を利益する多 く後人寧ろ多 く其益を受 くるものならざるを得」ない

場合で、 と言 うのも、「一旦国債を募集せば其期短少なるも三十年若 くは五十年の久 しき

に亙 り、後人の負担間々今人に勝ることあればな り」だか らである。「故に当局者の失政

に由て内乱外憲を招き其費用を要する時の如 きは、決 して国債を募集すべきの理あるを見

ず」である。 したがって赤字国債などはもっての外 ということになろう。っまるところ、

「唯後人を利する必 らず大なるものに於て之を起すべきなり」(以 上五〇〇頁)と 結論され

る。神田の指摘する国債の利害が何ともお粗末に見えてこないだろうか。最後に、神田と

同様、「之を行ふや必ず国会の議決に由るべ し」(同 右)と 付言する。

次に会計検査についてであるが、先ず 「会計を検査するは会計を監督する所以に して、

会計を監督するは会計の法規を維持 し其素乱せざるを期する所以な り。是を以て会計の検

査に当るものは其裁定の力を保有実行するもの」(五 〇一頁)で なければならないと述べ、

っいで欧米の会計検査の制度の概要を紹介(五 〇二～五〇四頁)し た後、それを検討 して

「其裁定の力を保有実行」す るのにいかなる制度がよいかが検討される。先ず組織 につい

てであるが、欧米の制度か ら二種類の制度が抽出されて、その一は 「行政官に委 し其検査

監督を為さしむる者」であり、その二 は 「一種不覇の官衙を置き之れが検査監督に従事せ

しむる者」である。検査官の必須の要件は 「独立不覇 自ら守 る所ある」ことであり、「行

政官職の気息を伺ひ其行為を左右するが如きあ らば、会計の当否因て決する所を失 し其公
ま

共の幣幣を冗費せざるもの殆んど希れ」であるか ら、「独立の位置」が必要である。「故に

其事に従ふものは毎に気脈を国会に通 じ行政官以外に在て自ら立っ ものに非 らざるなきを
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得ず」とその二を良 しとする。そ して白耳義の制が最も良いとするが、それは 「蓋 し白の

制 は国会其吏員を撰択 して之を任 じ又之が任期を定め、一面は検査の専横を抑へ一面はそ

の独立を保領すればなり」(以上五〇四頁)と 言われる。

次に 「会計を検査するの法」にっいて論 じる。「抑 も検査官を置き会計を検査せ しむる

ぐイマy}

は、当該吏員の非違を警め、会計 に加ふるに検束を以てし以て冗費なか らしめんと欲する

たた

なり」であるか ら、「能 く当該吏員の非違を匡すに足 り所謂 る会計の検束を実行するを得

ば則 ち可なり」であり、そのためには、「出納の前」 と 「出納の後」のどちらに検査をす

るのが良いかが検討 される。後者の場合、「当該吏員の非違を匡すを得 ると錐ども、事既

に過去に属 し非違既に成れるの後に在 り、其会計を検束 して冗費なきを期するの実自か ら

現時に挙 らず、唯だ僅かに将来を戒飾 し以て其検束を後 日に加ふるに過 ぎず」であるのに

対 して、前者の場合な ら、「出納の前 に在て予め其当否を検 し之が出納を監督せば、其非

違を遂げざるの前に在て早 く既に之を匡 し冗費を現在に省 くの実自から挙」 るから、検査

は 「出納の前」が良 しとされる。 しか しそうなると検査官の仕事 は膨大な量になりその員

数 も膨大なものになることを小野は思い及ばないのだろうか。そして更に 「検査に係 る法

規の要」が二っあり、それは 「決算認可の証を発す」と 「断案を下 して当該吏員の過失を

処分す」であると言 う。後者は会計検査に当該吏員の過失を指摘するにとどまらず、なぜ

そうするかは、彼なりに論 じてはいるが、その処分の権限を与えることまで検査の内容を

拡大 している。前者は、結局、検査が 「出納の前」が良いとしなが ら、「出納の後」にも

検査を行 うことになるのではないだろうか。

以上が小野の見解の概略であるが、現在 とられているところを見るに、組織 としては小

野の方向、検査するの法は小野の否定 した方向にあるのではないだろうか。

(20)ヘ イブンス 前掲書、p.160.


